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別記 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 

 

野田市（以下「発注者」という。）から指定管理者の指定を受けた者（以下「受注者」

という。）は、野田市立南部保育所の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、

大規模災害発生時及びそのおそれがある場合（以下「災害時等」という。）について必

要な事項を定めるものとする。 

 

１ 災害時等の対応 

（１）野田市立南部保育所は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められ

ていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難

者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあ

り得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者

と協議を行うこと。 

（２）災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れ

る場合においては、発注者の指示に従い行動すること。 

（３）受注者は、上記（１）に基づき協議した結果を３部作成すること。発注者の施設

担当課及び災害主管課並びに受注者が各１部を保管する。 

 

２ 避難所として開設する場合 

（１）受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優

先して行うこと。 

（２）受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について

発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注

者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を

速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、

発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。 

（３）受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことが

できるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。 

（４）費用負担は、次のとおりとする。 

・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担

とする。 

・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費

を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の

負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 

・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注

者の協議の上決定する。 
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・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定す

る。 

 

３ 疑義 

  この特記事項等に定めのない事項及びこの特記事項等に関し疑義が生じた事項に

ついては、発注者と受注者の協議の上決定する。 


